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コロナ禍における雇⽤対策：
私の総合的な認識
• 雇⽤調整助成⾦の特例措置等、⼤規模かつ迅速な発動。
• 従来の雇⽤保険からは漏れ落ちがちだった⾮正規労働者等を救

済する明確な志向（緊急雇⽤安定助成⾦や休業⽀援⾦）。
• 同⼀企業の下での雇⽤維持策だけでなく、⼀部に労働移動を促

す施策も（産業雇⽤安定助成⾦ 等）。

• それにもかかわらず、⾮正規雇⽤の減少が⼤きい等、依然とし
て雇⽤形態による格差（特にセーフティーネットにおける格
差）の存在。

• その考えられる理由としてはいろいろなことが⾔われているが、
まずは正確な分析が必要なのではないか。

2



低い失業給付の受給者割合（1）：⻑期
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低い失業給付の受給者割合（2）：直近
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失業給付の受給者割合が低い理由
• 給付期間が終了しても就職できない⼈びとの存在
それと同時に、、、
• そもそも受給できていない⼈びとの存在

＝典型的には「⾮正規雇⽤」
→「⾮正規雇⽤」には雇⽤保険が適⽤されていない（？）

• しかし、それだけでなく、「⾮正規雇⽤」は、雇⽤保険が適⽤
されていても受給できない可能性も。

• 保険料拠出を条件に給付をおこなう社会保険の枠組みでは、根
本的に、⾮正規雇⽤等の不安定就業者を救済しにくい側⾯。

• 保険料拠出を（必ずしも）条件としない給付の必要性。
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雇⽤保険から漏れ落ちる⼈びとへの救済策としての側⾯を持つ
雇⽤調整助成⾦（新型コロナ特例）
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迅速に対応がなされて
来ている傾向



⾮正規雇⽤も対象になったにもかかわらず
いまだ雇調⾦の利⽤における正規-⾮正規格差（?）
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